
        商品概要説明書－りそな普通預金（決済用）－
平成23年6月1日現在

内                         容

りそな普通預金（決済用）

どなたでもご利用いただけます。

定めはありません。

現金、小切手その他の証券類、他の預金口座からの振替、振込で随時お預入れいただ
けます。
なお、証券類の場合はその証券類の決済日が預入日となります。

 預入金額 1円以上、1円単位

随時お引出しいただけます。

無利息でのお取扱いとなります。

①この預金は、最後のお預入れまたは払戻し（該当普通預金のお利息の元本への組入れお

　よび休眠口座管理手数料の引落しを除きます。）から2年以上、一度もお預入れまたは

　払戻しがない場合、休眠口座として、お取扱いいたします。

②休眠口座となった場合は、文書にてお届けのご住所に「ご案内」を差し上げ、一定期間

　（約３カ月）後より、年間１，２００円（消費税等込み）の休眠口座管理手数料をご負担

　いただきます。

③また、残高不足等により、休眠口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、

　残高を休眠口座管理手数料の一部としていただき、改めて通知することなく当社所定の

　方法により、自動的に解約することができることとします。

④なお、対象となる口座は、平成１６年４月１日以降に新規開設された、残高１万円未満の

　口座とします（お取引店を変更した口座など、一部例外がございます）。

⑤切替により、本商品をご利用いただく際の口座開設日は、切替前の口座の口座開設日の

  ままであり変更とはなりません。

⑥新規口座開設、既存普通預金からの切替に伴う手数料はかかりません。

① 自動貸越サービス（総合口座の当座貸越）…個人のお客さまに限ります。

・定期預金等を同時にお預入れいただくことにより、定期預金残高の90％または200万円のうちい
ずれか少ない金額までの自動貸越サービスをご利用いただけます。
    貸越利率＝お預入れ利率＋0.5％

・国債等をお預入れいただくことにより、利付国債、政府保証債、地方債の額面合計の80％と割
引国債の額面合計の60％との総合計額または200万円のうちいずれか少ない金額までの自動貸越
サービスをご利用できます。
   貸越利率＝店頭表示の国債など証券担保の総合口座貸越利率

② 個人のお客さまは、「りそなリテール口座『くらしの通帳』」として引続きご利用い

ただけます。

③ キャッシュカードをご利用いただけます（キャッシュカードをご利用いただくために

は、暗証番号のお届けなど、別途お申込みが必要です）。

④ 給与・年金・配当金等の自動受取サービスおよび公共料金・クレジット利用代金等の

自動支払サービスをご利用いただけます（ご利用にあたってはお手続きが必要です）。

一般社団法人全国銀行協会

連絡先 全国銀行協会相談室

電話番号 0570-017109または03-5252-3772
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① この預金は、預金保険制度の対象となり、預金保険にて全額保護されます。

② 家族の名義を借りたに過ぎない預金等は、他人名義預金として預金保険の対象外とな

ります。

③ 本商品とりそな「ＴＩＭＯ」を重複してお申込みすることはできません。

　※平成19年11月18日以前に本商品とりそな「ＴＩＭＯ」をお持ちの方は、継続して両商品を

    ご利用いただけます。

④ 口座番号を変更することなく、既にお持ちの「りそな普通預金」、「りそな普通預金

スーパー（別途マイアカウントの解約が必要です）」、「りそな普通預金スーパー3000

（別途特約の解約が必要です）」から切替いただけます。

⑤ 同様に、本商品から「りそな普通預金」へも切替いただけます。

⑥ なお、新規口座開設、切替にあたり収入印紙200円をご負担いただきます。

⑦ 競輪、競馬、競艇等公営競技及び関税支払専用の普通預金口座の場合は切替いただけ

ません。

⑧ この預金は、上記6．利息以外の事項については「普通預金規定」によりお取扱いいた

します。また、総合口座としてご利用の場合は「総合口座取引規定」によりお取扱いい

たします。本預金をご利用の際には、必ずご覧ください。

◆本商品概要説明書に記載がある国債等に関する留意点

 〇商号等/株式会社りそな銀行  登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号

○加入協会/日本証券業協会、(社)金融先物取引業協会

〇債券価格（個人向け国債を除く）は金利の変動等により上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割込む
  おそれがあります。また、発行体等の信用状況の変化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じる
  リスクがあります。
〇公共債は預金でなく、預金保険の対象ではありません。
○公共債を購入する場合は、購入対価のみをお支払い頂きます。
○個人向け国債を中途換金する場合、発行後一定期間は原則として中途換金することはできません。
  中途換金する際は、所定の計算式により算出される中途換金調整額が額面に経過利子を加えた金額より差引かれます。
〇詳細については、契約締結前交付書面等をよくお読みください。

 10.その他ご留意いた
だく事項


